
︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

城

阪

早

紀

本
稿
は
︑
広
島
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
の
翻
刻
を
行
い
︑

注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る①

︒︻
解
題
︼
に
記
し
た
よ
う
に
︑﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵

巻
﹂
は
︑
全
五
段
か
ら
な
る
︒
本
稿
で
は
第
一
段
か
ら
第
三
段
ま
で
に
つ
い
て

記
し
︑
本
誌
次
号
に
第
四
段
と
第
五
段
を
記
す
︒

︻
解
題
︼

広
島
大
学
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
﹂
の
﹁
解

説
﹂
に
よ
る
と
︑

巻
子
本
︒
一
巻
︒
組
紐
付
き
︒
箱
入
り
︒
表
紙
は
︑
藍
色
︑
唐
草
模
様
の

絹
の
布
表
紙
だ
が
︑
損
傷
が
激
し
い
︒
料
紙
は
︑
楮
交
じ
り
斐
紙
︒
奥
書

は
無
く
︑
書
写
者
・
書
写
年
次
と
も
に
不
明
︒
内
題
︑
外
題
共
に
無
く
︑

登
録
書
名
は
︑
箱
に
二
箇
所
﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い
る

の
に
依
る②

︒

と
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
と
い
う
書
名
は
︑
奥
書
・
内
題
・
外

題
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
箱
の
墨
書
に
よ
る
も
の
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

頼
豪
は
︑
平
安
後
期
の
天
台
僧
で
あ
る
︒
頼
豪
に
ま
つ
わ
る
説
話
と
し
て
︑

た
と
え
ば
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
第
三
に
﹁
頼
豪
﹂
が
あ
る
︒
白
河
天
皇
か

ら
皇
子
誕
生
の
祈
祷
を
命
じ
ら
れ
た
三
井
寺
の
頼
豪
阿
闍
梨
は
︑
祈
り
に
よ
っ

て
敦
文
親
王
を
誕
生
さ
せ
た
︒
そ
の
勧
賞
と
し
て
三
井
寺
の
悲
願
で
あ
っ
た
戒

壇
の
創
建
を
願
っ
た
が
︑
延
暦
寺
の
反
対
の
た
め
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
頼
豪
は

憤
り
の
あ
ま
り
食
物
を
断
っ
て
干
死
し
︑
怨
霊
と
な
っ
て
敦
文
親
王
を
と
り
殺

し
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
に
も
こ
の
説
話
は
収
め

ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ
と
に
頼
豪
を
焦
点
化
し
た
絵
巻
で
は
な
い
︒

｢頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
の
構
成
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
頼
豪
が
登
場
す
る

第
三
段
と
第
四
段
の
途
中
に
︑
絵
③
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
形
式
的
に
は
二
段

で
あ
る
が
︑
内
容
と
し
て
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
一



第
一
段

院
源

(絵
①
︶

第
二
段

暹
賀
・
聖
救

(絵
②
︶

第
三
段

頼
豪

(絵
③
︶

第
四
段

頼
豪
・
良
真

(絵
④
︶

第
五
段

桓
舜

(絵
⑤
︶

｢頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
に
関
し
て
︑
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
要
約
す
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る③

︒

｢頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
は
︑
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
﹃
山
王
霊
験

記
﹄
頴
川
美
術
館
本
︵
井
上
家
旧
蔵
本
︶
一
巻
の
模
本
で
あ
る
︒﹃
山
王
霊
験

記
﹄
は
︑
日
吉
山
王
の
霊
験
に
関
す
る
説
話
を
描
い
た
絵
巻
で
︑
頴
川
美
術
館

本
の
他
に
︑
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
本
︵
蓮
華
寺
旧
蔵
本
︶
二
巻
や
︑

延
暦
寺
所
蔵
本
︵
生
源
寺
旧
蔵
本
︶
一
巻
が
知
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
を
合
せ
た
四

巻
の
﹃
山
王
霊
験
記
﹄
は
共
通
し
た
画
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
一
連
の
絵
巻
と

し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
成
立
は
︑
室
町
時
代
初
期
と
さ
れ
る
︒

詞
書
の
な
い
断
簡
の
存
在
や
︑﹃
言
継
卿
記
﹄
の
﹁
山
王
縁
起
十
五
巻
﹂
の
記

述
か
ら
︑
本
来
は
一
五
巻
で
あ
っ
た
な
ど
と
推
測
さ
れ
る④

︒

絵
巻
の
他
に
︑
詞
書
の
み
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
︑

�
『山
王
絵
詞
﹄︵
一
四
巻
︶

�
『日
吉
山
王
利
生
記
﹄︵
九
巻
︶

�
『続
日
吉
山
王
利
生
記
﹄︵
一
巻
︶

が
現
存
し
て
い
る
︒
う
ち
︑
﹃
山
王
絵
詞
﹄
と
﹃
日
吉
山
王
利
生
記
﹄
に
は
︑

﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
と
同
一
説
話
が
認
め
ら
れ
る
︒﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
と

の
対
応
関
係
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

｢頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
｣

『山
王
絵
詞
﹄

﹃
日
吉
山
王
利
生
記
﹄

第
一
段

院
源

五
巻

一
段

ナ
シ

第
二
段

暹
賀
・
聖
救

五
巻

二
段

三
巻

一
段

第
三
段

頼
豪

五
巻

三
段

三
巻

八
段

第
四
段

頼
豪
・
良
真

五
巻

四
段

三
巻

九
段

第
五
段

桓
舜

五
巻

五
・
六
段

六
巻

七
段

︻
凡
例
︼

一
︑
底
本
に
は
︑
広
島
大
学
図
書
館
﹁
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
﹂
の
う
ち
︑

﹁
広
島
大
学
所
蔵

奈
良
絵
本
・
室
町
時
代
物
語
﹂
公
開
の
﹁
頼
豪
阿
闍
梨

絵
巻⑤

﹂
を
用
い
た
︒

二
︑
翻
刻
に
あ
た
り
︑
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
︒

�
梅
津
次
郎
﹁
山
王
霊
験
記
絵
巻
絵
詞
﹂﹃
美
術
研
究
﹄
九
九
︑
一
九
四

〇
年
三
月
︒

�
景
山
春
樹
校
注
﹃
神
道
大
系

神
社
編
二
九

日
吉
﹄
神
道
大
系
編
纂
会
︑

一
九
八
三
年
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
二



�
広
島
大
学
図
書
館
﹁
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
﹂﹁
広
島
大
学
所
蔵

奈

良
絵
本
・
室
町
時
代
物
語
﹂︑
翻
刻⑥

︒

な
お
︑
次
の
文
献
も
参
照
し
た
︒

�
塙
保
己
一
﹃
続
群
書
類
従

第
二
輯

神
祇
部
﹄
一
九
二
三
年
︑
平
文
社
︒

�
近
藤
喜
博
﹃
中
世
神
仏
説
話

続
﹄
一
九
五
五
年
︑
古
典
文
庫
︒

�
村
山
修
一
﹃
妙
法
院
資
料

第
五
巻

古
記
録

古
文
書
一
﹄
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
八
〇
年
︒

三
︑
翻
刻
は
︑
誤
字
・
誤
写
と
判
断
さ
れ
る
箇
所
も
含
め
て
︑
忠
実
に
活
字
化

す
る
こ
と
を
期
し
た
︒
た
だ
し
︑
次
の
よ
う
な
操
作
を
行
っ
た
︒

�
改
行
を
／
で
示
し
た
︒

�
異
体
字
や
略
字
は
︑
通
行
の
字
体
に
改
め
た
︒

�
傍
書
は
︹

︺
内
に
示
し
た
︒

四
︑
底
本
の
誤
字
・
誤
写
の
確
認
や
︑
文
意
を
補
う
た
め
に
︑﹃
山
王
霊
験
記

絵
詞
﹄
頴
川
美
術
館
本
・﹃
山
王
絵
詞
﹄・﹃
日
吉
山
王
利
生
記
﹄
と
の
異
同

を
調
査
し
た
︒
本
文
の
具
体
的
な
対
応
関
係
は
︑︻
解
題
︼
に
記
し
た
通
り

で
あ
る
︒
異
同
は
︑
意
味
に
異
な
り
が
生
じ
る
場
合
の
み
記
し
た
︒
略
称
お

よ
び
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
︒

�
『山
王
霊
験
記
絵
詞
﹄
頴
川
美
術
館
本
⁝
略
称
︿
頴
﹀︒

景
山
春
樹
校
注
﹃
神
道
大
系

神
社
編
二
九

日
吉
﹄
神
道
大
系

編
纂
会
︑
一
九
八
三
年
︒

�
『山
王
絵
詞
﹄
⁝
略
称
︿
妙
﹀
︒

村
山
修
一
﹃
妙
法
院
資
料

第
五
巻

古
記
録

古
文
書
一
﹄
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
八
〇
年
︒

�
『日
吉
山
王
利
生
記
﹄
⁝
略
称
︿
利
﹀︒

景
山
春
樹
校
注
﹃
神
道
大
系

神
社
編
二
九

日
吉
﹄
神
道
大
系

編
纂
会
︑
一
九
八
三
年
︒

五
︑
釈
文
に
は
︑
通
読
の
便
宜
の
た
め
︑
校
訂
者
の
判
断
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

な
操
作
を
行
っ
た
︒

�
改
行
を
施
し
た
︒

�
句
読
点
・
濁
点
・
中
黒
を
補
っ
た
︒

�
反
復
記
号
は
︑
漢
字
の
場
合
に
は
﹁
々
﹂
を
用
い
た
︒
仮
名
の
場
合
に

は
﹁
ゝ
﹂
﹁
〳
〵
﹂
を
用
い
ず
︑
文
字
を
繰
り
返
し
た
︒

�
漢
字
に
送
り
仮
名
を
補
い
︑
読
み
下
し
文
に
改
め
た
︒

例
﹁
態
﹂
↓
﹁
態
と
｣

｢無
止
事
﹂
↓
﹁
や
む
ご
と
な
き
﹂

�
会
話
の
部
分
︑
心
中
思
惟
の
部
分
な
ど
に
﹁

﹂
を
補
っ
た
︒

六
︑
語
釈
は
︑
難
解
な
語
句
や
固
有
名
詞
な
ど
に
つ
き
記
述
し
た
︒
適
宜
︑
類

例
を
記
し
︑
本
文
読
解
の
助
け
に
な
る
よ
う
つ
と
め
た
︒
関
連
す
る
語
句
は

︵
↓
︶
で
送
っ
た
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
三



第
一
段

院
源

︻
翻
刻
︼

�本
書
筆
者
／
一
条
殿
兼
良
公
／
第
二
十
六
代
の
座
主
西
方
院
和
尚
院
／
源
は

�後

一
条
院
御
宇
寛
仁
四
年
七
月
七
日
／
天
台
座
主
に
補
せ
ら
れ
け
り
同
年
十
二
月

／
廿
日
権
僧
正
に
任
せ
ら
れ
て
治
山
八
ケ
年
の
／
あ
ひ
た
治
安
万
寿
の
比
何
の

年
と
は
し
ら
す
／
天
下
飢
饉
し
て
山
門
煙
を
断
し
に
座
主
／
此
事
を
悲
て
山
王

に
祈
請
せ
ら
れ
し
夢
想
／
に
大
宮
宝
前
に
詣
し
給
け
る
に
正
面
の
格
子
／
あ
け

ら
れ
た
り
其
う
ち
を
み
れ
は
無
止
事
高
僧
／

�枕
の
う
へ
に
居
給
へ
り

�夢
心
地
に

�大
宮
権
現
に
て
／
わ
た
ら
せ
給
な
り
と
思
た
て
ま
つ
る
に
此
時
こ
そ
山
／
門
飢

饉
の
事
は
申
さ
め
と
お
も
ひ
て
則
事
の
／
よ
し
を

�啓
白
其
詞
云
近
日
天
下
飢
饉

山
上
／
衰
弊
悲
哉
松
門
煙
絶

�草
庵
食
乏
自
非
／
権
現
之
神
恩
者
争
助
僧
侶
之
法

命
乎
云
々
／
其
時
高
僧
左
右
之
御
足
を

	さ
し
い
た
し
給
ふ
／
御
あ
し
の
う
ら

た
ゝ
れ
て
処
々
に


御
血
を
現
せ
／
り
さ
て
仰
下
さ
る
ゝ
様
は
近
日
西
国
の
か
た

へ
／

10行
向
て

11千
僧
供
を
求
つ
る
に

12我
足
損
壊
か
／
く
の
こ
と
し
さ
れ
と
も
猶
も

と
め
え
す
仍
只
今
／
北
陸
道
の
方
へ
行
む
か
ふ
也
と
云
々

13夢
さ
め
て
／
落
涙
こ

と
に
を
さ
へ
か
た
し
三
箇
日
を
経
て
／
北
陸
道
よ
り

14大
檀
越
上
洛
し
て
俄
に

15千

僧
／
供
を
そ
ひ
き
け
る

16其
後
そ
千
僧
供
を
は
か
な
／
ら
す
座
主
受
用
せ
ら
れ
け

る
／
(絵
①
︶

︻
異
同
︼

�

本
書
筆
者
一
条
兼
良
公
︱
︿
妙
﹀
ナ
シ
︒
�

後
一
条
院
︱
︿
妙
﹀﹁
後
一
条
﹂︒

�

枕
︱
︿
妙
﹀﹁
床
﹂︒
�

夢
心
地
に
︱
︿
妙
﹀
﹁
夢
心
地
に
見
れ
ハ
﹂︒
�

大
宮

権
現
に
て
わ
た
ら
せ
給
な
り
と
思
た
て
ま
つ
る
に
︱
︿
妙
﹀
﹁
大
宮
権
現
也
と

思
ひ
奉
る
ニ
﹂︒
�

啓
白
︱
︿
妙
﹀
﹁
啓
白
す
﹂
︒
�

草
庵
食
乏
︱
︿
妙
﹀﹁
草
菴

令
﹂︒
	

さ
し
い
た
し
給
ふ
︱
︿
妙
﹀﹁
も
ち
あ
け
て
﹂
︒



御
血
を
現
せ
り
︱

︿
妙
﹀﹁
御
血
現
せ
り
﹂
︒
10
行
向
て
︱
︿
妙
﹀﹁
行
向
﹂
︒
11
千
僧
供
︱
︿
妙
﹀

﹁
千
僧
供
養
﹂︒
12
我
足
︱
︿
妙
﹀﹁
和
足
﹂︒
13
夢
さ
め
て
︱
︿
妙
﹀﹁
夢
さ
め

て
後
﹂︒
14
大
檀
越
︱
︿
妙
﹀﹁
大
檀
那
﹂︒
15
千
僧
供
︱
︿
妙
﹀﹁
千
僧
共
﹂︒

16
其
後
そ
︱
︿
妙
﹀﹁
其
後
は
﹂
︒

︻
釈
文
︼

一本
書
筆
者

二一
条
殿
兼
良
公

三第
二
十
六
代
の
座
主
︑
西
方
院
和
尚

四院
源
は
︑

五後
一
条
院
御
宇
︑
寛
仁
四
年

七
月
七
日
︑
天
台
座
主
に
補
せ
ら
れ
け
り
︒
同
年
十
二
月
廿
日
︑
権
僧
正
に
任

ぜ
ら
れ
て
︑
治
山
八
ケ
年
の
あ
ひ
だ
︑

六治
安
・
万
寿
の
比
︑
何
の
年
と
は
し
ら

ず
︑
天
下
飢
饉
し
て
山
門

七煙
を
断
し
に
︑
座
主
此
事
を
悲
て
︑

八山
王
に
祈
請
せ

ら
れ
し
︒

九夢
想
に
︑

一
〇
大
宮

一
一
宝
前
に
詣
し
給
け
る
に
︑
正
面
の
格
子
あ
げ
ら
れ
た
り
︒
其

う
ち
を
み
れ
ば
︑
や
む
ご
と
な
き
高
僧
︑

一
二
枕
の
う
へ
に
居
給
へ
り
︒
夢
心
地
に

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
四



﹁
大
宮
権
現
に
て
わ
た
ら
せ
給
な
り
﹂
と
思
た
て
ま
つ
る
に
︑﹁
此
時
こ
そ
山
門

飢
饉
の
事
は
申
さ
め
﹂
と
お
も
ひ
て
︑
則
ち
事
の
よ
し
を
啓
白
す
︒
其
詞
に
云

く
︑﹁
近
日
︑
天
下
飢
饉
し
︑
山
上

一
三
衰
弊
す
︒
悲
哉
︒
松
門
の
煙
絶
え
︑

一
四
草
庵

の
食
乏
し
︒

一
五
自
ら

一
六
権
現
の
神
恩
に
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
争
か
僧
侶
の

一
七
法
命
助
か
ら
ん

や
﹂
云
々
︒

其
時
︑
高
僧
︑
左
右
の
御
足
を
さ
し
い
だ
し
給
ふ
︒
御
足
の
う
ら
た
だ
れ
て
︑

処
々
に
御
血
を
現
せ
り
︒
さ
て
︑
仰
せ
下
さ
る
る
様
は
︑﹁
近
日
︑
西
国
の
か

た
へ
行
向
て
︑

一
八
千
僧
供
を
求
め
つ
る
に
︑
我
足
損
壊
︑
か
く
の
ご
と
し
︒
さ
れ

ど
も
︑
猶
も
と
め
え
ず
︒
仍
て
只
今
︑

一
九
北
陸
道
の
方
へ
行
む
か
ふ
也
﹂
と
云
々
︒

夢
さ
め
て
︑
落
涙
こ
と
に
を
さ
へ
が
た
し
︒
三
箇
日
を
経
て
︑
北
陸
道
よ
り

二
〇
大
檀
越
上
洛
し
て
︑
俄
に
千
僧
供
を
ぞ

二
一
ひ
き
け
る
︒

其
後
ぞ
︑
千
僧
供
を
ば
か
な
ら
ず
座
主

二
二
受
用
せ
ら
れ
け
る
︒

︻
語
釈
︼

一

本
書
筆
者
⁝
詞
書
の
筆
者
を
記
し
た
極
札
︒
第
一
段
﹁
一
条
殿
兼
良
公
﹂︑

第
二
段
﹁
能
阿
弥
﹂︑
第
三
・
四
段
﹁
金
阿
弥
﹂︑
第
五
段
﹁
若
州
衆
井
上
能

登
守
忠
英
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
極
札
は
︑︿
頴
﹀
も
同
様
に
記
す
︒

二

一
条
殿
兼
良
公
⁝
室
町
時
代
の
公
卿
︒
応
永
九
年
︵
一
四
〇
二
︶
～
文
明

一
三
年
︵
一
四
八
一
︶︒
有
職
故
実
に
通
じ
︑
学
識
当
代
一
と
い
わ
れ
た
︒

歌
学
に
も
す
ぐ
れ
︑﹃
新
続
古
今
和
歌
集
﹄
の
和
漢
両
序
を
記
し
た
︒
著
に
︑

﹃
花
鳥
余
情
﹄﹃
日
本
書
紀
纂
疏
﹄﹃
歌
林
良
材
集
﹄
な
ど
︒

三

第
二
十
六
代
の
座
主
⁝
﹃
天
台
座
主
記
﹄
に
﹁
二
十
六
世
僧
正
法
印
院
源
︒

西
方
院
︒
治
山
八
年
﹂
と
あ
る
︒

四

院
源
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
天
暦
五
年
︵
九
五
一
︶
ご
ろ
～
万
寿
五
年
︵
一

〇
二
八
︶︒
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
天
台
座
主
と
な
る
︒
晩
年
は
西
塔
北

尾
谷
西
方
院
に
隠
棲
し
た
︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
一
九
・
四
﹁
摂
津
守
源
満

仲
出
家
語
﹂
は
︑
院
源
の
説
法
に
心
を
打
た
れ
た
源
満
仲
が
即
座
に
出
家
し

た
こ
と
を
伝
え
る
︒
本
説
話
の
関
連
説
話
は
未
詳
な
が
ら
︑﹃
御
堂
関
白
記
﹄

﹃
小
右
記
﹄
と
い
っ
た
公
卿
の
日
記
や
﹃
紫
式
部
日
記
﹄﹃
栄
花
物
語
﹄
な
ど

か
ら
︑
院
源
が
一
条
朝
の
頃
︑
藤
原
道
長
の
厚
い
信
頼
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
︒

五

後
一
条
院
⁝
第
六
八
代
天
皇
︒
寛
弘
五
年
︵
一
〇
〇
八
︶
～
長
元
九
年

︵
一
〇
三
六
︶
︒
一
条
天
皇
の
第
二
皇
子
︒
長
和
五
年
︵
一
〇
一
六
︶
九
歳
で

即
位
︑
長
元
九
年
︵
一
〇
三
六
︶
に
二
九
歳
で
亡
く
な
る
︒
在
位
二
一
年
の

間
に
は
道
長
・
頼
道
が
摂
政
関
白
と
な
り
︑
外
戚
と
し
て
権
勢
を
ふ
る
っ
た
︒

六

治
安
・
万
寿
の
比
⁝
治
安
は
一
〇
二
一
～
二
四
年
︑
万
寿
は
一
〇
二
四
～

二
八
年
︒
と
も
に
後
一
条
天
皇
の
治
世
の
年
号
で
︑
院
源
が
座
主
に
任
ぜ
ら

れ
た
期
間
︒
飢
饉
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
︑
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
一
九
・

一
〇
は
治
安
三
年
の
全
国
的
な
疫
病
の
流
行
を
︑
﹃
扶
桑
略
記
﹄
﹃
小
右
記
﹄

は
︑
万
寿
二
年
の
疱
瘡
の
流
行
を
記
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
五



七

煙
を
断
し
⁝
か
ま
ど
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
煙
が
絶
え
る
こ
と
︒﹁
げ
に
や
寒

竈
に
煙
絶
え
て
春
の
日
い
と
ど
暮
ら
し
が
た
う
﹂︵﹃
閑
吟
集
﹄
八
九
︶

八

山
王
⁝
日
吉
大
社
の
祭
神
︒
日
吉
山
王
権
現
︒
最
澄
が
延
暦
寺
を
建
立
し

た
時
︑
比
叡
山
山
麓
に
祀
ら
れ
て
い
た
日
吉
の
神
を
︑
中
国
天
台
山
の
山さ

ん

王の
う

祠し

に
ち
な
ん
で
天
台
宗
の
護
法
神
と
定
め
た
こ
と
か
ら
起
こ
る
︒
山
王
は
霊

山
を
守
護
す
る
神
霊
の
意
︒︵
↓
﹁
権
現
﹂
一
段

注
一
六
︶

九

夢
想
⁝
夢
の
中
に
神
仏
の
示
現
が
あ
る
こ
と
︒

一
〇

大
宮
⁝
一
般
に
神
社
・
社
殿
を
い
う
が
︑
こ
こ
で
は
日
吉
七
社
の
う
ち

で
第
一
に
位
置
す
る
社
を
さ
す
︒﹁
日
吉
の
社
に
忍
び
て
詣
で
さ
せ
給
へ
り
︒

大
宮
の
御
前
に
夜
も
す
が
ら
御
念
誦
し
給
ひ
て
︑
御
心
の
う
ち
に
︑
い
か
め

し
き
願
ど
も
を
立
て
さ
せ
給
﹂︵﹃
増
鏡
﹄
二
﹁
新
島
守
﹂︶

一
一

宝
前
⁝
神
仏
を
祀
っ
た
所
の
前
を
尊
ん
で
い
う
語
︒﹁
八
幡
大
菩
薩
の

御
宝
前
に
て
も
と
ど
り
と
り
あ
げ
﹂︵﹃
平
家
物
語
﹄
六
﹁
廻
文
﹂︶

一
二

枕
の
う
へ
⁝
誰
の
枕
で
あ
る
の
か
不
審
︒
こ
の
場
面
︑
院
源
は
夢
の
中

で
大
宮
宝
前
を
詣
で
て
い
る
︒︿
妙
﹀
に
は
﹁
床
の
上
﹂
と
あ
り
︑
意
味
が

通
じ
る
︒

一
三

衰
弊
⁝
勢
い
を
失
い
お
と
ろ
え
弱
る
こ
と
︒

一
四

草
庵
⁝
藁
や
茅
な
ど
で
屋
根
を
葺
い
た
粗
末
な
家
︒

一
五

自
ら
⁝
お
の
ず
か
ら
︒
万
一
︒

一
六

権
現
⁝
仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
︑
日
本
の
神
に
姿
を
か
え
て
こ

の
世
に
現
わ
れ
た
神
︒
日
吉
大
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
々
は
︑
神
仏
習
合
の

も
と
山
王
権
現
と
称
さ
れ
た
︒
︵
↓
﹁
山
王
﹂
一
段

注
八
︶

一
七

法
命
⁝
仏
法
の
命
脈
︒﹁
堂
塔
︑
経
巻
を
南
都
園
城
に
焼
払
て
法
命
を

断
絶
す
﹂︵﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
三
〇
﹁
覚
明
語
山
門
事
﹂︶

一
八

千
僧
供
⁝
千
人
の
僧
を
招
い
て
法
華
経
な
ど
の
読
誦
を
乞
い
︑
供
養
を

行
な
う
法
会
︒
イ
ン
ド
・
中
国
で
行
わ
れ
︑
日
本
で
も
古
く
か
ら
営
ま
れ
た
︒

平
安
時
代
ご
ろ
よ
り
盛
ん
と
な
る
︒
千
僧
供
養
︑
千
僧
会
と
も
︒
千
僧
供
の

例
と
し
て
︑
﹃
日
本
紀
略
﹄
天
暦
元
年
︵
九
四
七
︶
三
月
二
八
日
条
に
︑
延

暦
寺
で
行
わ
れ
た
記
録
が
あ
る
︒
﹁
太
上
︵
朱
雀
︶
天
皇
於
㆓

延
暦
寺
講
堂
㆒︒

令
㆑

修
㆓

法
会
㆒︒
又
有
㆓

千
僧
供
養
㆒︒
是
為
㆑

救
㆓

東
西
狂
乱
㆒

也
﹂︒

一
九

北
陸
道
⁝
五
畿
七
道
の
一
︒
若
狭
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
・
越
中
・
越

後
・
佐
渡
の
七
か
国
︒

二
〇

大
檀
越
⁝
布
施
な
ど
を
多
く
し
︑
寺
の
維
持
・
経
営
の
た
め
に
助
力
す

る
人
︒
大
檀
那
と
も
︒﹁
其
ノ
後
ハ
︑
此
ノ
男
聖
人
ノ
為
ニ
大
檀
越
ト
成
テ
︑

常
ニ
山
寺
ニ
行
テ
心
ヲ
至
シ
テ
供
養
ジ
ケ
リ
﹂
︵
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
一
二
・
二

七
﹁
魚
化
成
法
華
経
語
事
﹂
︶

二
一

ひ
き
け
る
⁝
千
僧
供
の
用
意
を
し
て
と
り
行
っ
た
︒

二
二

受
用
⁝
法
を
説
い
て
法
楽
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
︒
院
源
が
千
僧
供
を
行

っ
た
こ
と
は
︑
﹃
天
台
座
主
記
﹄
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
に
み
え
る
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
六



第
二
段

暹
賀
・
聖
救

︻
翻
刻
︼

�本
書
筆
者
／
能
阿
弥
／
比
叡
山
に
暹
賀
聖
救
と
て
二
人
の
明
哲
侍
け
り
兄
／
弟

と
そ
聞
る
共
に
智
行
優
長
の
人

�也
�幼
し
て
は
／
駿
河
国
に
そ
住
け
る

�其
あ
た
り

に
社
の
あ
り
け
る
に
／

�巫
女
あ
つ
ま
り
て
神
楽
な
と

�し
け
る
に

�兄
弟
つ
れ
つ
ゝ

／
見
け
る
に
大
な
る
蜂
二

	来
て


此
二
人
の
上
に
飛
／
廻
り
け
れ
は
か
た
へ
の

10人

払
の
け
む
と

11し
け
る
に
／

12巫
女
託
宣
し
て

13云
様
蜂
は
山
王
の

14侍
者
な
り
／
努
々

い
と
ふ
事
な
か
れ
此
二
人
は
則
叡
山
に
上
り
て
／
徳
を

15ひ
て
へ
き
器
也
神
明
か

つ
〳
〵

16侍
者
を

17さ
し
／
く
た
し
て
ま
ほ
ら
し
め
給
な
り
さ
れ
は
今
も

18つ
ゝ
し
む

／
へ
き
事
あ
り
て
と
い
ひ
け
れ
は
父
母
こ
れ
を
／
き
ゝ
て
則
叡
山
へ
そ

19の
ほ
せ

け
る
兄
は
暹
賀
と
て
／

20第
廿
二
代
の
座
主
也
智
行
共
に
兼
て
八
十
五
／
歳
ま
て

そ
お
は
し
け
る

21弟
は
聖
救
僧
都
と
て
／

22探
題
の
職
に
い
た
り
時
の
名
徳
な
り
け

り
／
(絵
②
︶

︻
異
同
︼

�

本
書
筆
者
能
阿
弥
︱
︿
妙
・
利
﹀
ナ
シ
︒
�

也
︱
︿
利
﹀﹁
な
り
け
り
﹂︒
�

幼
し
て
は
︱
︿
利
﹀﹁
幼
に
し
て
は
﹂︒
�

其
あ
た
り
に
︱
︿
利
﹀﹁
や
ど
の
あ

た
り
ち
か
く
﹂︒
�

巫
女
︱
︿
利
﹀﹁
神
子
ど
も
﹂︒
�

し
け
る
に
︱
︿
利
﹀﹁
し

け
る
を
﹂︒
�

兄
弟
︱
︿
妙
﹀﹁
児
兄
弟
﹂︒
	

来
て
︱
︿
妙
﹀﹁
来
り
て
﹂︒



此
二
人
︱
︿
利
﹀﹁
此
小
生
﹂︒
10
人
︱
︿
利
﹀﹁
人
々
﹂︒
11
し
け
る
に
︱

︿
利
﹀﹁
し
け
る
程
に
﹂
︒
12
巫
女
︱
︿
利
﹀﹁
巫
﹂︒
13
云
様
︱
︿
利
﹀﹁
云
﹂
︒

14
侍
者
︱
︿
妙
﹀﹁
使
者
﹂
︒
15
ひ
て
へ
き
︱
︿
頴
・
妙
﹀﹁
ひ
ら
く
へ
き
﹂︑

︿
利
﹀﹁
ひ
ら
く
べ
き
﹂︒
16
侍
者
︱
︿
妙
﹀﹁
使
者
﹂
︒
17
さ
し
く
た
し
て
︱

︿
利
﹀﹁
は
し
ら
し
て
︹
け
脱
カ
︺﹂︒
18
つ
ゝ
し
む
へ
き
事
あ
り
て
と
い
ひ
け
れ

は
︱
︿
利
﹀﹁
つ
ゝ
し
む
べ
き
事
あ
る
ゆ
へ
な
り
と
ぞ
﹂
︒
19
の
ほ
せ
け
る
︱

︿
利
﹀﹁
の
ぼ
せ
て
け
る
﹂︒
20
第
︱
︿
頴
﹀﹁
弟
︹
第
︺
﹂︒
21
弟
は
︱
︿
妙
﹀

﹁
弟
も
又
﹂︑︿
利
﹀
﹁
弟
も
﹂
︒
22
探
題
の
職
に
い
た
り
︱
︿
利
﹀
ナ
シ
︒

︻
釈
文
︼

本
書
筆
者

一能
阿
弥

比
叡
山
に

二暹
賀
・

三聖
救
と
て
︑
二
人
の

四明
哲
侍
け
り
︒
兄
弟
と
ぞ
聞
る
︒
共

に
︑

五智
行
優
長
の
人
也
︒
幼
し
て
は
︑

六駿
河
国
に
ぞ
住
け
る
︒
其
あ
た
り
に
社

の
あ
り
け
る
に
︑
巫
女
あ
つ
ま
り
て
︑

七神
楽
な
ど
し
け
る
に
︑
兄
弟
つ
れ
つ
つ

見
け
る
に
︑
大
な
る
蜂
二
来
て
︑
此
二
人
の
上
に
飛
廻
り
け
れ
ば
︑
か
た
へ
の

人
払
の
け
む
と
し
け
る
に
︑
巫
女
託
宣
し
て
云
様
︑﹁

八蜂
は
山
王
の
侍
者
な
り
︒

努
々
い
と
ふ
事
な
か
れ
︒
此
二
人
は
則
ち
叡
山
に
上
り
て
︑
徳
を

九ひ
て
へ
き
器

也
︒
神
明

一
〇
か
つ
が
つ
侍
者
を
さ
し
く
だ
し
て
︑
ま
ぼ
ら
し
め
給
な
り
︒
さ
れ
ば

今
も
つ
つ
し
む
べ
き
事
あ
り
て
﹂
と
い
ひ
け
れ
ば
︑
父
母
こ
れ
を
き
き
て
則
ち

叡
山
へ
ぞ
の
ぼ
せ
け
る
︒

兄
は
暹
賀
と
て

一
一
第
廿
二
代
の
座
主
也
︒
智
行
共
に
兼
て
︑
八
十
五
歳
ま
て
ぞ

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
七



お
は
し
け
る
︒
弟
は
聖
救
僧
都
と
て
︑

一
二
探
題
の
職
に
い
た
り
︑
時
の

一
三
名
徳
な
り

け
り
︒

︻
語
釈
︼

一

能
阿
弥
⁝
室
町
時
代
の
水
墨
画
家
︒
応
永
四
年
︵
一
三
九
七
︶
～
文
明
三

年
︵
一
四
七
一
︶︒
将
軍
足
利
義
政
に
仕
え
︑
同
朋
衆
の
一
人
と
し
て
将
軍

家
伝
来
の
書
画
の
管
理
鑑
定
に
携
わ
る
と
と
も
に
︑
連
歌
師
・
香
の
上
手
・

表
具
師
・
座
敷
飾
り
の
指
導
者
な
ど
幅
広
い
活
躍
を
み
せ
た
︒

二

暹
賀
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
延
喜
一
四
年
︵
九
一
四
︶
～
長
徳
四
年
︵
九
九

八
︶︒
幼
少
の
こ
ろ
聖
救
と
と
も
に
比
叡
山
の
良
源
に
つ
い
て
出
家
︒
顕
密

二
教
を
学
び
︑
本
覚
院
を
ひ
ら
い
た
︒
正
暦
元
年
︵
九
九
〇
︶
天
台
座
主
と

な
る
︒﹃
日
本
仏
教
人
名
辞
典
﹄︵
宝
蔵
館
︑
一
九
九
二
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
聖

救
が
兄
で
暹
賀
が
弟
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
︒
た
だ
し
﹃
本
朝
高
僧
伝
﹄
は
︑

﹁
暹
賀
﹂
の
項
に
聖
救
を
暹
賀
の
﹁
弟
﹂
と
記
し
︑
か
つ
﹁
聖
救
﹂
の
項
に

暹
賀
を
聖
救
の
﹁
族
弟
﹂
と
記
す
︒
な
お
︑﹃
僧
官
補
任
﹄﹁
宝
幢
院
検
校
次

第
﹂
か
ら
は
︑
暹
賀
が
聖
救
よ
り
も
九
年
早
く
宝
幢
院
主
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ

と
が
分
か
る
︒

三

聖
救
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
延
喜
九
年
︵
九
〇
九
︶
～
長
徳
四
年
︵
九
九

八
︶︒
暹
賀
と
と
も
に
良
源
に
学
び
︑
比
叡
山
の
西
塔
院
に
入
る
︒﹃
応
和
宗

論
記
﹄︵﹃
大
日
本
史
料
﹄
所
収
︶
や
﹃
元
亨
釈
書
﹄
に
よ
る
と
︑
応
和
三
年

︵
九
六
三
︶
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
応
和
宗
論
に
お
い
て
︑
第
五
日
目
﹁
夕
座
﹂

の
講
師
と
し
て
︑
そ
の
名
が
み
え
る
︒
正
暦
五
年
︵
九
九
四
︶
大
僧
都
と
な

る
︒

四

明
哲
⁝
才
知
が
す
ぐ
れ
道
理
に
あ
き
ら
か
な
人
︒

五

智
行
優
長
⁝
智
慧
と
修
行
に
優
れ
て
い
る
こ
と
︒

六

駿
河
国
⁝
律
令
国
制
に
お
け
る
東
海
道
の
一
国
︒
現
在
の
静
岡
県
の
東
半

部
︒﹃
天
台
座
主
記
﹄
に
︑
暹
賀
は
﹁
駿
河
国
人
﹂
と
あ
る
︒

七

神
楽
⁝
神
を
ま
つ
る
た
め
に
神
前
に
奏
す
る
舞
楽
︒

八

蜂
は
山
王
の
侍
者
な
り
⁝
﹁
山
王
﹂
は
︑
日
吉
山
王
権
現
︒
蜂
を
山
王
の

侍
者
と
す
る
例
は
︑
未
見
︒
た
だ
し
︑﹃
注
好
撰
﹄
中
巻
・
七
﹁
精
進
弁
は

睡
を
戒
む
﹂
に
︑
釈
迦
如
来
が
大
き
な
蜂
と
な
っ
て
眠
っ
て
ば
か
り
い
る
得

楽
止
の
目
を
覚
ま
さ
せ
た
話
が
み
え
る
︒︵
↓
﹁
山
王
﹂
一
段

注
八
︶

九

ひ
て
へ
き
⁝
文
意
不
明
︒
︿
頴
・
妙
・
利
﹀
は
﹁
徳
を
ひ
ら
く
べ
き
﹂
と

あ
る
︒

一
〇

か
つ
が
つ
⁝
さ
し
あ
た
っ
て
︒

一
一

第
廿
二
代
の
座
主
⁝
﹃
天
台
座
主
記
﹄
に
︑﹁
第
二
十
二
世
少
僧
都
暹

賀
︒
本
覚
房
︒
治
山
八
年
﹂
と
あ
る
︒

一
二

探
題
の
職
⁝
寺
院
で
経
典
を
論
議
す
る
時
︑
論
題
を
選
定
し
︑
問
答
の

可
否
を
判
定
す
る
役
職
︒
題
者
︑
探
題
博
士
︑
博
士
と
も
︒

一
三

名
徳
⁝
名
声
が
高
く
徳
行
の
あ
る
人
︒
僧
侶
の
尊
称
と
し
て
も
用
い
る
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
八



第
三
段

頼
豪

︻
翻
刻
︼

�本
書
筆
者
／
金
阿
弥
／
中
比

�山
門
の
長
宴
南
都
の
永
超
東
寺
の
／
成
尊
三
井
の

頼
豪
と
て
智
行

�高
明

�顕
密
兼
／
学
し
て
震
旦
ま
て
も
聞
た
る

�碩
徳
あ
り
け
り
／

�白
河
院

�継
体
の
君
ま
し
ま
さ
ゝ
る
事
を
歎
き
／
思
食
し
て
承
保
元
年
に
頼
豪
に

勅
し
て
／

	の
給
け
る
は
太
子
を
祈
出
す
へ
し
勧
賞
は
請
／
に
よ
る
へ
し
と
云
々

頼
豪
勅
を
承
て


懇
祈
を
／
い
た
す
中
宮
賢
子
忽
に

10懐
日
あ
り
て

11承
保
／
元
年
十

二
月
廿
六
日
皇
子
誕
生
あ
り
敦
文
親
王
／
是
也
叡
感
比
類
な
き
所
に
頼
豪
賞
を

申
す
／
戒
壇
を
ゆ
る
さ
る
へ
き

12よ
し
を
申
す

13三
井
戒
壇
／
は
た
や
す
く
ゆ
る
さ

れ
か
た
き
よ
し
勅
答
あ
り
け
れ
は
／
頼
豪
恨
ふ
か
く
し
て
即
本
坊
に
帰
七
日
の

間
14ま
た
／
く
飲
食
を
た
つ
上
皇
此
事
を
聞
召
し
て

15承
暦
／
元
年
八
月
比
江
師
匡

房
卿

16勅
を
承
て
実
相
房
／
に
向
て

17案
内
を
伺
に
頼
豪

18僅
対
面
す
と
い
へ
／
と
も

其
体
甚
怖
畏
す
へ
し

19霜
髪
長
生
て
老
／
体
憔
悴
す
両
眼
は
底
に
し
つ
み
白
髪
は

針
を
／
た
て
忿
怒
の
面
を

20現
し

21声
を

22あ
け
て
勅
約
違
／
変
の
う
へ
は
一
生
の
行

業
を
も
て

23三
途
の
怨
因
に
／

24廻
向
し
我
祈
出
す
と
こ
ろ
の

25王
子
は
は
や
く
相
具

し
／
た
て
ま
つ
る
へ
き
な
り

26其
向
顔
只
今
最
後
也
と
て
／
障
子
を
た
て
ゝ
け
り

匡
房
卿
よ
し
な
き
御
使
し
て
／
無
益
の
事
見
つ
と
思
て

27は
う
〳
〵
退
出
し
て
け

り
／
事
の
次
第
を
奏
聞
し
け
れ
は
上
皇
も
気
む
つ
／
か
し
く
そ
お
ほ
し
め
し
け

る
／
(絵
③
︶

︻
異
同
︼

�

本
書
筆
者
金
阿
弥
︱
︿
妙
・
利
﹀
ナ
シ
︒
�

山
門
の
長
宴
南
都
の
永
超
東
寺

の
成
尊
三
井
の
頼
豪
︱
︿
利
﹀﹁
山
門
長
宴
︑
南
都
永
超
︑
東
寺
成
尊
︑
三
井

頼
豪
﹂︒
�

高
明
︱
︿
利
﹀﹁
高
朗
﹂︒
�

顕
密
兼
学
し
て
︱
︿
利
﹀﹁
顕
密
兼
学

に
し
て
﹂︒
�

碩
徳
︱
︿
利
﹀﹁
貴
碩
徳
﹂
︒
�

白
河
院
︱
︿
利
﹀﹁
白
河
法
皇
﹂︒

�

継
体
の
君
︱
︿
妙
・
利
﹀
﹁
継
体
君
﹂︒
	

の
給
け
る
は
︱
︿
妙
﹀﹁
の
給
ハ

く
﹂︑︿
利
﹀﹁
の
た
ま
は
く
﹂︒



懇
祈
を
い
た
す
︱
︿
利
﹀﹁
懇
念
を
い
た
す

あ
ひ
だ
﹂︒
10
懐
日
あ
り
て
︱
︿
利
﹀﹁
懐
日
の
祥
あ
り
て
﹂
︒
11
承
保
元
年
十

二
月
廿
六
日
皇
子
誕
生
あ
り
敦
文
親
王
是
也
︱
︿
利
﹀﹁
敦
文
親
王
い
で
き
給

に
け
り
﹂︒
12
よ
し
を
申
す
︱
︿
利
﹀﹁
趣
な
り
﹂︒
13
三
井
戒
壇
︱
︿
妙
﹀﹁
三

井
の
戒
壇
﹂︒
14
ま
た
く
︱
︿
利
﹀
﹁
ま
た
〳
〵
﹂
︒
15
承
暦
元
年
八
月
比
︱

︿
利
﹀
ナ
シ
︒
16
勅
を
承
て
︱
︿
利
﹀﹁
勅
使
と
し
て
諫
仰
ら
れ
け
れ
ば
﹂︒
17

案
内
を
伺
︱
︿
妙
﹀
﹁
案
内
伺
﹂︒
18
僅
︱
︿
妙
﹀
﹁
僅
ニ
﹂︑︿
利
﹀﹁
わ
づ
か

に
﹂︒
19
霜
髪
長
生
て
老
体
憔
悴
す
両
眼
は
底
に
し
つ
み
白
髪
は
針
を
た
て
︱

︿
利
﹀﹁
霜
髪
長
生
︑
老
体
憔
悴
︑
両
眼
沉
底
︑
白
髪
立
釘
﹂︒
20
現
し
︱
︿
利
﹀

﹁
現
し
て
﹂︒
21
声
︱
︿
利
﹀﹁
暴
厲
の
声
﹂
︒
22
あ
け
て
︱
︿
利
﹀﹁
あ
げ
て
云
︑

綸
言
汗
の
こ
と
し
と
こ
そ
申
せ
﹂
︒
23
三
途
の
怨
因
︱
︿
利
﹀﹁
三
途
□
因

︹
怨
︺﹂︒
24
廻
向
し
︱
︿
利
﹀
﹁
廻
向
す
﹂
︒
25
王
子
は
︱
︿
妙
﹀﹁
王
子
﹂︒
26

其

︱
︿
利
﹀﹁
君

の
﹂
︒
27

は

う
〳
〵

︱
︿
妙
﹀﹁
は

ら
〳
〵
﹂︑︿
利
﹀﹁
さ

う
〳
〵
﹂︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
一
九



︻
釈
文
︼

本
書
筆
者

一金
阿
弥

二中
比
︑

三山
四門
の

五長
宴
・

六南
都
の

七永
超
・

八東
寺
の

九成
尊
・

一
〇
三
井
の

一
一
頼
豪
と
て
︑

一
二
智
行
高
明
・

一
三
顕
密
兼
学
し
て
︑

一
四
震
旦
ま
で
も
聞
た
る

一
五
碩
徳
あ
り
け
り
︒

一
六
白
河
院
︑

一
七
継
体
の
君
ま
し
ま
さ
ざ
る
事
を
歎
き
思
食
し
て
︑

一
八
承
保
元
年
に
頼

豪
に
勅
し
て
の
給
け
る
は
︑﹁
太
子
を
祈
出
す
べ
し
︒
勧
賞
は
請
に
よ
る
べ
し
﹂

と
云
々
︒
頼
豪
︑
勅
を
承
て
懇
祈
を
い
た
す
︒

一
九
中
宮
賢
子
︑
忽
に

二
〇
懐
日
あ
り
て

承
保
元
年
十
二
月
廿
六
日
︑
皇
子
誕
生
あ
り
︒

二
一
敦
文
親
王
︑
是
也
︒

二
二
叡
感
比
類

な
き
所
に
︑
頼
豪
︑
賞
を
申
す
︒

二
三
戒
壇
を
ゆ
る
さ
る
べ
き
よ
し
を
申
す
︒
三
井

戒
壇
は
た
や
す
く
ゆ
る
さ
れ
が
た
き
よ
し
勅
答
あ
り
け
れ
ば
︑
頼
豪
︑
恨
ふ
か

く
し
て
︑
即
ち
本
坊
に
帰
り
︑
七
日
の
間
ま
た
く
飲
食
を
た
つ
︒

二
四
上
皇
此
事
を
聞
召
し
て
︑

二
五
承
暦
元
年
八
月
比
︑

二
六
江
師
匡
房
卿
勅
を
承
て
︑

二
七
実
相
房
に
向
て
案
内
を
伺
に
︑
頼
豪
僅
に
対
面
す
と
い
へ
ど
も
︑
其
体
甚
だ
怖

畏
す
べ
し
︒

二
八
霜
髪
長
く
生
て
︑
老
体

二
九
憔
悴
す
︒
両
眼
は
底
に
し
づ
み
白
髪
は
針

を
た
て

三
〇
忿
怒
の
面
を
現
し
︑
声
を
あ
げ
て
﹁

三
一
勅
約
違
変
の
う
へ
は
︑
一
生
の

三
二
行
業
を
も
て

三
三
三
途
の
怨
因
に

三
四

廻
向
し
︑
我

三
五
祈
出
す
と
こ
ろ
の
王
子
は
︑
は
や
く

相
具
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
な
り
︒
其

三
六
向
顔
︑
只
今
最
後
也
﹂
と
て
︑

三
七
障
子
を
た

て
て
け
り
︒
匡
房
卿
﹁
よ
し
な
き
御
使
し
て
︑
無
益
の
事
見
つ
﹂
と
思
て
︑

三
八
は
う
は
う
退
出
し
て
け
り
︒
事
の
次
第
を
奏
聞
し
け
れ
ば
︑
上
皇
も

三
九
気
む
つ
か

し
く
ぞ
お
ぼ
し
め
し
け
る
︒

︻
語
釈
︼

一

金
阿
弥
⁝
能
阿
弥
の
父
か
︒
金
阿
弥
の
名
は
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
﹁
阿
弥
派
﹂

の
項
目
に
見
え
︑
活
動
期
間
は
応
永
年
間
︵
一
三
九
四
～
一
四
二
八
︶
前
期

と
あ
る
︒︵
↓
﹁
能
阿
弥
﹂
二
段

注
一
︶

二

中
比
⁝
そ
う
遠
く
な
い
昔
︒

三

山
門
の
長
宴
・
南
都
の
永
超
・
東
寺
の
成
尊
・
三
井
の
頼
豪
⁝
冒
頭
部
分

は
漢
文
訓
読
体
の
格
調
高
い
文
体
で
あ
る
︒﹁
帝
問
其
名
字
︒
尋
答
云
︒
東

寺
成
尊
︒
天
台
長
宴
︒
三
井
頼
豪
︒
南
都
﹂︵
﹃
満
済
准
后
日
記
﹄
永
享
三
年

四
月
四
日
条
︶

四

山
門
⁝
比
叡
山
延
暦
寺
の
こ
と
︒
天
台
宗
の
総
本
山
︒
天
台
宗
の
流
派
は

比
叡
山
の
山
門
と
三
井
寺
︵
園
城
寺
︶
の
寺
門
に
大
別
さ
れ
︑
そ
の
対
立
は

深
か
っ
た
︒
寺
門
派
に
と
っ
て
戒
壇
の
設
置
は
悲
願
で
あ
っ
た
が
︑
山
門
派

は
事
あ
る
ご
と
に
こ
れ
を
妨
害
し
た
︒
︵
↓
﹁
戒
壇
﹂
第
三
段

注
二
三
︶

五

長
宴
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
長
和
五
年
︵
一
〇
一
六
︶
～
永
保
元
年
︵
一
〇

八
一
︶︒
大
原
勝
林
院
に
住
み
︑
大
原
僧
都
と
称
さ
れ
た
︒
著
に
﹃
五
相
成

身
私
記
﹄﹃
大
原
集
﹄
な
ど
︒

六

南
都
⁝
奈
良
の
興
福
寺
︒
法
相
宗
の
大
本
山
︒
比
叡
山
延
暦
寺
を
北
嶺
と

い
う
の
に
対
す
る
語
︒

七

永
超
⁝
平
安
中
期
～
後
期
の
僧
︒
長
和
三
年
︵
一
〇
一
四
︶
～
嘉
保
二
年

︵
一
〇
九
六
︶
︒
興
福
寺
に
学
び
︑
嘉
保
元
年
︵
一
〇
九
五
︶
法
隆
寺
の
別
当

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
二
〇



と
な
っ
た
︒
著
に
﹃
東
城
伝
灯
目
録
﹄
な
ど
︒

八

東
寺
⁝
真
言
宗
東
寺
派
の
総
本
山
︒
教
王
護
国
寺
の
通
称
︒

九

成
尊
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
長
和
元
年
︵
一
〇
一
二
︶
～
延
久
六
年
︵
一
〇

七
四
︶︒
後
三
条
天
皇
か
ら
の
信
頼
が
厚
く
︑
延
久
四
年
︵
一
〇
七
二
︶
東

寺
一
長
者
と
な
っ
た
︒
著
に
﹃
小
野
六
帖
口
決
﹄﹃
真
言
付
法
纂
要
鈔
﹄
な

ど
︒

一
〇

三
井
⁝
天
台
寺
門
宗
の
総
本
山
︒
園
城
寺
︒

一
一

頼
豪
⁝
平
安
中
期
の
僧
︒
応
徳
元
年
︵
一
〇
八
四
︶
に
年
八
十
余
で
入

滅
︒
阿
闍
梨
実
相
坊
︒
園
城
寺
の
心
誉
に
つ
き
出
家
︒
頼
豪
説
話
は
︑﹃
平

家
物
語
﹄
諸
本
の
ほ
か
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
一
〇
︑﹃
愚
管
抄
﹄
巻
四
な
ど

に
み
え
る
︒
た
だ
し
︑
敦
文
親
王
が
薨
じ
た
の
は
痘
瘡
の
た
め
で
あ
り
︑
頼

豪
呪
詛
に
よ
っ
て
薨
じ
た
と
す
る
説
話
は
︑
虚
構
で
あ
る⑦

︵
↓
﹁
敦
文
親

王
﹂
第
三
段

注
二
一
︶

一
二

智
行
高
明
⁝
智
恵
と
修
行
が
立
派
で
優
れ
て
い
る
さ
ま
︒

一
三

顕
密
兼
学
⁝
顕
教
と
密
教
と
の
教
え
を
学
び
修
め
る
こ
と
︒

一
四

震
旦
⁝
古
代
中
国
の
別
称
︒

一
五

碩
徳
⁝
徳
の
高
い
僧
︒

一
六

白
河
院
⁝
第
七
二
代
天
皇
︒
天
喜
元
年
︵
一
〇
五
三
︶
～
大
治
四
年

︵
一
一
二
九
︶︒
延
久
四
年
︵
一
〇
七
二
︶
即
位
︒
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶

八
歳
で
あ
っ
た
堀
河
天
皇
に
譲
位
を
し
た
後
︑
上
皇
と
し
て
院
政
を
は
じ
め
︑

堀
河
・
鳥
羽
・
崇
徳
天
皇
の
三
代
︑
四
三
年
間
執
政
し
た
︒

一
七

継
体
の
君
⁝
皇
太
子
の
こ
と
︒
白
河
天
皇
は
父
後
三
条
上
皇
の
遺
命
に

よ
り
異
母
弟
の
実
仁
親
王
を
皇
太
子
と
し
て
い
た
が
︑
自
身
の
実
子
に
よ
る

皇
位
継
承
を
目
論
ん
で
い
た
︒

一
八

承
保
元
年
⁝
一
〇
七
四
年
︒
承
保
は
︑
白
河
天
皇
治
世
の
年
号
︒

一
九

中
宮
賢
子
⁝
藤
原
賢
子
︒
源
顕
房
の
娘
で
あ
っ
た
が
︑
摂
関
家
藤
原
師

実
の
養
女
と
な
っ
た
︒
延
久
三
年
︵
一
〇
七
一
︶
東
宮
貞
仁
親
王
︵
後
の
白

河
天
皇
︶
に
入
内
し
︑
延
久
六
年
︵
一
〇
七
四
︶
中
宮
と
な
る
︒
白
河
天
皇

と
の
間
に
は
二
男
三
女
が
あ
り
︑
次
男
は
堀
河
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
︒
応

徳
元
年
︵
一
〇
八
四
︶
二
八
歳
の
若
さ
で
崩
御
︒
白
河
天
皇
の
寵
愛
が
深
か

っ
た
こ
と
が
︑﹃
古
事
談
﹄
巻
二
・
五
三
な
ど
に
み
え
る
︒

二
〇

懐
日
⁝
懐
妊
の
時
に
み
え
る
奇
瑞
の
一
つ
か
︒︿
利
﹀﹁
懐
日
の
祥
あ
り

て
﹂
と
あ
る
︒
﹃
仏
本
行
経
﹄
は
︑
仏
の
誕
生
に
際
し
て
﹁
女
夢
日
光
明
入

腹
︑
因
此
懐
妊
生
吉
子
﹂
と
記
す⑧

︒
﹁
懐
日
﹂
の
例
と
し
て
﹃
謹
具
東
海
和

尚
行
実
﹄
に
﹁
母
夢
見
懐
日
有
娠
而
生
﹂︑﹃
仁
壽
鏡
﹄
に
﹁
夢
懐
日
妊
﹂
な

ど
が
み
え
る
︒

二
一

敦
文
親
王
⁝
白
河
天
皇
の
第
一
皇
子
︒
母
は
中
宮
賢
子
︒
承
保
元
年

︵
一
〇
七
四
︶
に
生
ま
れ
嫡
子
と
し
て
の
期
待
を
集
め
た
が
︑
承
保
四
年

︵
一
〇
七
七
︶
夭
折
し
た
︒
﹃
水
左
記
﹄﹃
栄
華
物
語
﹄
﹃
扶
桑
略
記
﹄
は
︑
敦

文
親
王
が
薨
じ
た
の
は
痘
瘡
の
た
め
と
記
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
二
一



二
二

叡
感
⁝
天
皇
の
感
動
︒

二
三

戒
壇
⁝
戒
律
を
授
け
る
た
め
の
場
所
︒
こ
こ
で
授
戒
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
正
式
な
僧
尼
と
し
て
認
可
さ
れ
た
︒
日
本
で
は
︑
天
宝
勝
宝
六
年

︵
七
五
四
︶
に
鑑
真
が
東
大
寺
に
築
い
た
の
が
最
初
︒
次
い
で
天
平
宝
字
五

年
︵
七
六
一
︶
に
筑
前
国
観
世
音
寺
と
下
野
国
薬
師
寺
に
設
置
さ
れ
︑
天
下

の
三
戒
壇
と
称
せ
ら
れ
た
︒
弘
仁
一
三
年
︵
八
二
二
︶
に
は
︑
最
澄
に
よ
っ

て
比
叡
山
延
暦
寺
に
大
乗
戒
壇
が
設
置
さ
れ
た
︒

二
四

上
皇
⁝
白
河
上
皇
︒﹁
白
河
院
﹂
と
し
て
前
出
︒
承
暦
元
年
の
時
点
で

は
︑
白
河
天
皇
は
在
位
中
だ
が
︑
上
皇
と
称
さ
れ
る
︒︵
↓
﹁
白
河
院
﹂
三

段

注
一
六
︶

二
五

承
暦
元
年
八
月
比
⁝
承
保
か
ら
承
暦
へ
と
改
元
さ
れ
た
の
は
︑
承
保
四

︵
一
〇
七
七
︶
年
一
一
月
一
七
日
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
承
暦
元
年
八

月
﹂
は
︑
承
保
四
年
八
月
の
こ
と
︒

二
六

江
師
匡
房
⁝
平
安
後
期
の
公
卿
︒
大
江
匡
房
︒
長
久
二
年
︵
一
〇
四

一
︶
～
天
永
二
年
︵
一
一
一
一
︶︒
著
に
︑﹃
江
家
次
第
﹄﹃
本
朝
続
文
粋
﹄

﹃
江
談
抄
﹄
な
ど
︒
頼
豪
の
も
と
を
訪
れ
た
当
時
︑
美
作
守
︑
三
七
歳
︒﹃
愚

管
抄
﹄
に
は
︑
頼
豪
と
﹁
師
壇
ノ
チ
ギ
リ
﹂
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
理
由
で

勅
使
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
︒

二
七

実
相
房
⁝
頼
豪
の
住
ま
う
僧
房
︒﹃
十
訓
抄
﹄
は
頼
豪
を
﹁
故
実
相
房

の
上
人
﹂
と
記
す
︒

二
八

霜
髪
⁝
霜
を
お
い
た
よ
う
に
白
い
髪
︒

二
九

憔
悴
す
⁝
疲
労
や
心
労
の
た
め
に
や
つ
れ
る
こ
と
︒

三
〇

忿
怒
⁝
憤
怒
に
同
じ
︒
い
き
ど
お
り
︑
い
か
る
こ
と
︒

三
一

勅
約
違
変
⁝
頼
豪
が
申
し
出
た
戒
壇
設
置
の
要
請
に
︑
白
河
天
皇
が
応

じ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
︒

三
二

行
業
⁝
仏
道
の
修
行
︒

三
三

三
途
の
怨
因
⁝
﹁
三
途
﹂
は
︑
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
の
三
悪
道

で
︑
亡
者
が
生
前
の
悪
業
の
た
め
に
赴
く
三
つ
の
世
界
︒﹁
怨
因
﹂
の
語
は

未
詳
な
が
ら
︑﹃
沙
石
集
﹄
の
巻
八
・
五
﹁
死
の
道
知
ら
ざ
る
人
の
事
﹂
に

﹁
三
途
の
業
因
﹂
︵
三
悪
道
に
堕
ち
る
業
因
︶
の
例
が
み
え
る
︒

三
四

廻
向
⁝
本
来
は
︑
自
分
の
行
っ
た
善
根
功
徳
を
め
ぐ
ら
し
︑
自
分
や
他

の
も
の
の
悟
り
に
さ
し
向
け
る
意
だ
が
︑
こ
こ
で
は
敦
文
親
王
を
三
悪
道
に

さ
し
向
け
る
の
意
︒

三
五

祈
出
す
と
こ
ろ
の
王
子
⁝
頼
豪
が
祈
り
に
よ
っ
て
誕
生
さ
せ
た
敦
文
親

王
︒

三
六

向
顔
⁝
顔
を
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
︒
対
面
︒

三
七

障
子
を
た
て
て
⁝
障
子
を
閉
ざ
す
こ
と
︒

三
八

は
う
は
う
⁝
頼
豪
の
剣
幕
に
︑
急
い
で
退
出
す
る
さ
ま
を
い
っ
た
も
の
︒

︿
妙
﹀﹁
は
う
〳
〵
﹂︑︿
利
﹀﹁
さ
う
〳
〵
﹂
と
あ
る
︒

三
九

気
む
つ
か
し
く
⁝
う
す
気
味
わ
る
く
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
二
二



注①

本
稿
作
成
の
経
緯
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

本
稿
は
︑
二
〇
一
五
年
度
同
志
社
大
学
大
学
院
後
期
課
程
の
演
習
科
目
︵
担
当
教

員

廣
田
收
︶
で
の
発
表
と
議
論
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
こ
の
研
究
に
参
加
し
︑
翻

刻
と
注
釈
に
あ
た
っ
た
者
は
︑
以
下
の
七
名
で
あ
る
︒
所
属
は
二
〇
一
五
年
当
時
の

も
の
で
あ
る
︒

風
岡

む
つ
み

城
阪

早
紀

(本
学
博
士
後
期
課
程
︶

倉
島

実
里

(本
学
博
士
前
期
課
程
修
了
生
︶

嶋
中

佳
輝

村
上

泰
規

(本
学
博
士
前
期
課
程
︶

藤
巻

壮
史

八
木

智
生

(本
学
学
部
生
︶

本
研
究
の
成
果
報
告
と
し
て
既
に
︑
城
阪
早
紀
編
﹃﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨

絵
巻
﹂
注
釈
﹄︵
二
〇
一
六
年
三
月
︑
私
家
版
︶
が
あ
る
︒
私
家
版
に
は
︑︻
現
代
語

訳
︼︻
絵
の
解
説
︼︻
各
説
話
の
考
察
︼
も
あ
わ
せ
て
記
し
た
が
︑
本
稿
で
は
紙
幅
の

都
合
か
ら
省
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
本
稿
作
成
に
あ
た
り
︑
改
め
て
城
阪
が
︻
翻

刻
︼︻
異
同
︼︻
釈
文
︼︻
注
釈
︼
に
つ
い
て
の
修
正
と
加
筆
を
行
っ
た
︒
本
来
こ
の

研
究
の
成
果
は
先
に
記
し
た
各
位
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
僭
越
な
が
ら
私
の
名

の
お
い
て
ま
と
め
さ
せ
て
頂
い
た
︒

②

広
島
大
学
図
書
館
︑
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
︑﹁
広
島
大
学
所
蔵

奈
良
絵
本
・
室

町
時
代
物
語
﹂︑
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹁
解
説
﹂︒

h
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二
〇
一
六
年
九
月
ア
ク
セ
ス
︶︒

③

﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

梅
津
次
郎
﹁
山
王
霊
験
記
絵
巻

︱
蓮
華
本
そ
の
他

︱
﹂﹃
美
術
研
究
﹄
九
九
︑

一
九
四
〇
年
三
月
︒

梅
津
次
郎
﹁
山
王
霊
験
記
絵
巻

︱
蓮
華
本
そ
の
他

︱
﹂﹃
美
術
研
究
﹄
一
〇
〇
︑

一
九
四
〇
年
四
月
︒

近
藤
喜
博
﹁
山
王
霊
験
記
と
そ
の
成
立
年
代
﹂﹃
国
華
﹄
七
七
一
︑
一
九
五
六
年
六

月
︒

近
藤
喜
博
﹁
山
王
霊
験
記
と
そ
の
成
立
年
代
︵
続
︶
﹂﹃
国
華
﹄
七
七
二
︑
一
九
五
六

年
七
月
︒

宮
次
男
﹁
山
王
霊
験
記
﹂﹃
国
華
﹄
八
一
七
︑
一
九
六
〇
年
四
月
︒

梅
津
次
郎
﹁
山
王
霊
験
記
絵
巻
雑
記
﹂﹃
国
華
﹄
九
八
四
︑
一
九
七
五
年
九
月
︒

奈
良
国
立
博
物
館
監
修
﹃
社
寺
縁
起
絵
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
七
五
年
一
〇
月
︒

小
松
茂
美
・
尾
下
多
美
子
﹃
山
王
霊
験
記

地
蔵
菩
薩
霊
験
記

続
日
本
絵
巻
大
成
一

二
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
年
︒

下
坂
守
﹁﹃
山
王
霊
験
記
﹄
の
成
立
と
改
変
﹂﹃
京
都
国
立
博
物
館
学
叢
﹄
一
一
︑
一

九
八
九
年
三
月
︒

松
本
公
一
﹁
﹁
山
王
絵
詞
﹂
詞
書
に
つ
い
て
㈠

︱
巻
一
～
巻
五
第
四
段

︱
﹂﹃
文

化
史
学
﹄
四
五
︑
一
九
八
九
年
一
一
月
︒

松
本
公
一
﹁
﹁
山
王
絵
詞
﹂
詞
書
に
つ
い
て
㈡

︱
巻
五
第
五
段
～
巻
一
二
第
一
段

︱
﹂﹃
文
化
史
学
﹄
四
六
︑
一
九
九
〇
年
一
一
月
︒

松
本
公
一
﹁
﹁
山
王
絵
詞
﹂
詞
書
に
つ
い
て
㈢

︱
巻
一
二
第
二
段
～
巻
一
四
第
一

三
段

︱
﹂﹃
文
化
史
学
﹄
四
七
︑
一
九
九
一
年
一
一
月
︒

小
松
茂
美
﹃
山
王
霊
験
記

地
蔵
菩
薩
霊
験
記

続
日
本
の
絵
巻
二
三
﹄
中
央
公
論

社
︑
一
九
九
二
年
︒

田
嶋
一
夫
﹁
山
王
利
生
記
成
立
考
﹂
﹃
説
話
集
の
世
界
Ⅱ

︱
中
世

︱
﹄
勉
誠
社
︑

一
九
九
三
年
︒

④

梅
津
次
郎
氏
は
前
掲
論
文
﹁
山
王
霊
験
記
絵
巻
雑
記
﹂
に
お
い
て
︑
細
見
家
蔵
本

一
巻
・
里
見
家
蔵
本
一
巻
・
四
天
王
寺
蔵
本
一
巻
の
存
在
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
の
﹁
山
王
霊
験
記
﹂
の
項
目
は
︑
某
家
所
蔵
本
一
巻
を
く
わ
え
る
︒

﹃
山
王
霊
験
記
﹄
の
諸
本
に
関
し
て
は
︑
小
松
茂
美
氏
が
﹃
山
王
霊
験
記

地
蔵
菩
薩

霊
験
記

続
日
本
絵
巻
大
成
一
二
﹄﹁
山
王
霊
験
記
の
盛
行
﹂
に
お
い
て
伝
本
系
統
図

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
二
三



を
︑
田
嶋
一
夫
氏
が
﹁
山
王
利
生
記
成
立
考
﹂
に
山
王
説
話
集
の
諸
本
を
示
し
て
お

ら
れ
る
︒
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑤

広
島
大
学
図
書
館
︑
デ
ジ
タ
ル
郷
土
図
書
館
︑﹁
広
島
大
学
所
蔵

奈
良
絵
本
・
室

町
時
代
物
語
﹂︑
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹁
画
像
と
翻
刻
﹂︒
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ス
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⑥

注
⑤
に
同
じ
︒

⑦

頼
豪
説
話
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
本
説
話
は
︑﹃
平

家
物
語
﹄
研
究
の
側
か
ら
﹃
愚
管
抄
﹄
の
本
文
依
拠
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
重
ね
ら
れ

て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
本
絵
巻
に
関
連
深
い
論
考
の
み
を
掲
げ
る
︒

後
藤
丹
治
﹁
平
家
物
語
出
典
考
﹂﹃
戦
記
物
語
の
研
究
﹄
筑
波
書
店
︑
一
九
三
六
年
︒

植
村
真
知
子
﹁
隆
明
・
頼
豪
の
物
怪
に
つ
い
て

︱
﹁
讃
岐
典
侍
日
記
﹂
解
釈
の
上

か
ら

︱
﹂﹃
古
典
と
民
俗

︱
研
究
ノ
オ
ト

︱
﹄
八
︑
一
九
七
九
年
四
月
︒

名
波
弘
彰
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
に
現
わ
れ
る
日
吉
神
社
関
係
説
話
の
考
察

︱
中
世
日

吉
神
社
に
お
け
る
宮
籠
り
と
樹
下
僧

︱
﹂﹃
文
芸
言
語
研
究

文
芸
篇
﹄
九
︑

一
九
八
四
年
︑
一
二
月
︒

山
本
ひ
ろ
子
﹁
異
神
と
王
権

︱
頼
豪
説
話
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂﹃
異
神

中
世
日

本
の
秘
教
的
世
界
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
八
年
︒

松
田
宣
史
﹁
頼
豪
説
話
の
発
生
と
成
長
︵
上
︶﹂﹃
国
学
院
雑
誌
﹄
九
四
・
八
︑
一
九

九
三
年
八
月
︒

松
田
宣
史
﹁
頼
豪
説
話
の
発
生
と
成
長
︵
下
︶﹂﹃
国
学
院
雑
誌
﹄
九
四
・
九
︑
一
九

九
三
年
九
月
︒

後
藤
祥
子
﹁
讃
岐
典
侍
日
記
補
注

︱
頼
豪
・
更
衣

︱
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
七

四
・
六
︑
一
九
九
七
年
六
月
︒

清
水
由
美
子
﹁
頼
豪
説
話
の
展
開

︱
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
を
中
心
に

︱
﹂

﹃
続
・
平
家
物
語
の
成
立
﹄
一
九
九
九
年
三
月
︒

⑧

日
を
懐い

だ

く
こ
と
に
よ
っ
て
女
性
が
妊
娠
す
る
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
日
光
感
精
神
話
の

一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
感
精
神
話
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
︑
た
と
え
ば
三
品
彰

英
氏
の
﹁
感
精
型
神
話
﹂
︵﹃
神
話
と
文
化
史
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
一
年
︶
が
あ
る
︒

注
釈
に
あ
た
っ
て
︑
右
に
掲
げ
た
以
外
の
文
献
・
辞
書
・
辞
典
な
ど
か
ら
も
︑
多
く

の
教
示
を
得
た
︒
紙
幅
の
都
合
上
︑
記
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る

と
と
も
に
︑
深
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
︒

本
稿
の
諸
種
の
誤
り
に
つ
い
て
は
︑
諸
賢
の
ご
批
正
を
賜
わ
り
た
い
︒

︹
付
記
︺

末
筆
な
が
ら
︑
今
回
の
報
告
に
関
し
て
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
頂
き
︑
公

表
す
る
ご
許
可
を
頂
き
ま
し
た
広
島
大
学
図
書
館
に
︑
深
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀﹃
山
王
霊
験
記
﹄﹁
頼
豪
阿
闍
梨
絵
巻
﹂
翻
刻
・
注
釈
︵
上
︶

一
二
四


